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阿智村薪割機購入補助金交付要綱 

平成28年４月１日 

告示第７号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、木材のエネルギー活用を推進し、木材関連事業の活性化、森林の多面的機能の

向上、地域資源循環システムの構築及び地球温暖化防止対策等に寄与するため、薪割機を購入す

る費用に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿智村

補助金等交付規則（昭和58年阿智村規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる全ての要件に該当する

者とする。 

(１) 村内に住所を有する者又は事務所を有する法人若しくは団体であって、自家用に利用する

者。 

(２) 過去にこの補助金を受けていないこと。 

(３) 村税、納付金等を滞納していないこと。（個人設置者は世帯員全員） 

（補助対象及び補助額） 

第３条 第１条に規定する補助金の交付の対象となる機器、経費及び補助額は次の通りとする。 

補助対象機器 経費 補助額 

薪ストーブ等の燃料となる木材

等を割るための機械。ただし、

新品に限る。 

薪割機及び付属品を購入するの

に要する経費 

当該経費の３分の１以内の額

（1,000円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた

額）。ただし、５万円を限度と

する。 

（補助金交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請

書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。ただし、村長が添

付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略すること

ができる。 
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(１) 経費の領収書の写し 

(２) 購入した機器の内容が分かる書類（仕様書、保証書の写し、写真等） 

(３) その他村長が必要と認める書類 

２ 補助金交付申請書の提出期限は、当該年度の３月31日までとする。 

（補助金交付決定及び確定） 

第５条 村長は、前条の申請について内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金額を確定し、

申請者に対して補助金交付決定及び確定通知書（様式第２号）にて通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第６条 前条の規定により補助金額の交付決定を受けた者は、遅滞なく補助金請求書（様式第３号）

を提出するものとし、村長は、これに基づき補助金を交付するものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 


